
　
わ
た
し
は
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
が
大

好
き
で
す
。
サ
ー
ブ
や
ア
タ
ッ
ク
が

決
ま
る
と
気
持
ち
が
い
い
し
、
何
よ

り
、
み
ん
な
で
ボ
ー
ル
を
つ
な
い
で
、

相
手
チ
ー
ム
に
返
す
の
が
面
白
い
で

す
。 

　
チ
ー
ム
の
み
ん
な
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
わ
た
し

は
セ
ッ
タ
ー
を
し
て
い
ま
す
。
ネ
ッ

ト
ぎ
わ
の
ボ
ー
ル
を
と
り
に
い
っ
た

り
、
二
回
目
の
と
き
に
あ
げ
た
り
し

ま
す
。 

　
練
習
の
と
き
、
失
敗
す
る
と 

「
こ
ら
、
莉
愛
や
ろ
。
」 

と
、
お
こ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
セ

ッ
タ
ー
の
わ
た
し
が
、
し
っ
か
り
ボ

ー
ル
を
あ
げ
ら
れ
な
い
と
、
相
手
チ

ー
ム
に
ボ
ー
ル
を
返
せ
ま
せ
ん
。（
チ

ー
ム
の
た
め
に
が
ん
ば
ら
な
い
と
…
）

わ
か
っ
て
い
る
け
ど
、
う
ま
く
い
か

な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。 

　
だ
か
ら
、
く
や
し
く
て
、
泣
き
そ

う
に
な
る
と
き
や
、
な
ん
で
う
ま
く

で
き
ん
の
や
ろ
、
と
自
分
に
う
ん
ざ

り
す
る
と
き
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、

そ
ん
な
と
き
、
わ
た
し
の
友
だ
ち
は
、

や
さ
し
く
声
を
か
け
て
く
れ
ま
す
。

友
だ
ち
が
が
ん
ば
っ
て
い
る
姿
や
、

お
う
え
ん
の
声
で
、
わ
た
し
は
気
持

ち
を
切
り
か
え
ら
れ
ま
す
。 

　
チ
ー
ム
の
み
ん
な
は
、
一
人
ひ
と

り
す
ご
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
何

が
あ
っ
て
も
え
が
お
な
子
。
ア
タ
ッ

ク
が
う
ま
い
子
。
す
ご
い
サ
ー
ブ
を

打
つ
子
。
レ
シ
ー
ブ
が
得
意
な
子
。

そ
し
て
、
一
生
け
ん
命
お
う
え
ん
し

て
く
れ
る
子
。
み
ん
な
が
い
る
か
ら
、

わ
た
し
も
が
ん
ば
れ
ま
す
。 

　
こ
れ
か
ら
も
、
み
ん
な
を
信
じ
て
、

は
げ
ま
し
合
っ
て
い
き
た
い
で
す
。 

     

　
６
月
の
終
わ
り
に
、
姫
路
の
ゆ
か

た
祭
り
に
家
族
と
い
っ
し
ょ
に
行
き

ま
し
た
。
そ
の
日
は
雨
が
ふ
っ
て
い

た
の
で
、
屋
根
の
あ
る
道
を
歩
い
て

い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
が
歩
い

て
い
る
中
で
、
車
い
す
に
乗
っ
て
い

る
人
が
い
ま
し
た
。
そ
の
人
は
、
な

か
な
か
前
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
く

て
困
っ
て
い
る
の
を
、
お
母
さ
ん
が

見
つ
け
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
は
車
い

す
の
人
の
後
ろ
に
立
ち
、
大
き
な
声

で 「
車
い
す
の
方
が
通
ら
れ
ま
す
。
道

を
あ
け
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
、
何
度
も
言
い
な
が
ら
、
手
で
人

を
か
き
分
け
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ

ん
な
お
母
さ
ん
を
見
て
び
っ
く
り
し

た
け
ど
、
や
さ
し
い
な
あ
と
思
い
ま

し
た
。 

　
私
は
、
お
祭
り
が
す
き
で
毎
年
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。
車
い
す
の
人

も
私
と
同
じ
よ
う
に
、
お
祭
り
を
楽

し
み
に
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
な
の
に
、
前
に
進
む
こ
と
が
で
き

な
く
て
悲
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
、
病
気
や

し
ょ
う
が
い
が
あ
っ
て
も
元
気
な
人

と
同
じ
よ
う
に
、
お
祭
り
を
楽
し
ん

だ
り
、
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た
り

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
困

っ
て
い
た
り
、
悲
し
ん
だ
り
し
て
い

る
人
に
気
が
つ
い
た
ら
、
自
分
か
ら

声
を
か
け
て
助
け
て
あ
げ
る
こ
と
が
、

私
に
で
き
る
こ
と
の
一
つ
だ
と
感
じ

ま
し
た
。 

　
そ
し
て
、
今
ま
で
の
私
は
し
ょ
う

が
い
の
あ
る
人
を
見
る
と
、
か
わ
い

そ
う
と
か
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て

い
ま
し
た
。
で
も
し
ょ
う
が
い
が
あ

る
人
も
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
が
い

て
家
族
が
い
ま
す
。
人
権
と
は
、
人

間
が
生
ま
れ
な
が
ら
持
っ
て
い
る
権

利
で
あ
り
、
人
が
よ
り

人
と
し
て
生
き
て
い
く

た
め
に
必
要
な
権
利
で

す
。
た
と
え
、
し
ょ
う

が
い
が
あ
っ
て
も
元
気

な
人
と
同
じ
よ
う
に
生

き
て
い
く
権
利
が
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
私
は
、

車
い
す
の
人
も
楽
し
く

お
祭
り
に
参
加
で
き
る

工
夫
が
必
要
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。 

　
た
と
え
ば
、
車
い
す
の
人
せ
ん
用

の
道
を
作
っ
た
り
、
見
守
り
を
し
て

く
れ
る
人
の
人
数
を
ふ
や
し
た
り
、

車
い
す
に
目
じ
る
し
を
つ
け
、
車
い

す
の
人
が
い
る
こ
と
が
わ
か
り
や
す

い
よ
う
に
し
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。 

　
し
ょ
う
が
い
は
「
不
幸
で
は
な
く

不
便
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
か
わ
い

そ
う
と
思
う
の
で
は
な
く
、
不
便
だ

と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
少
し
で
も

生
活
が
し
や
す
い
よ
う
に
、
人
と
人

と
が
助
け
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
と

思
い
ま
し
た
。 

　
お
祭
り
で
見
か
け
た
車
い
す
の
人

は
、
前
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
く
て

不
便
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
母
さ

ん
が
助
け
て
あ
げ
た
こ
と
は
、
す
ば

ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
も

お
母
さ
ん
み
た
い
に
、
困
っ
て
い
る

人
を
見
つ
け
た
ら
自
分
か
ら
助
け
て

あ
げ
ら
れ
る
、
目
く
ば
り
、
気
く
ば

り
が
で
き
る
人
に
な
り
た
い
で
す
。 

福崎町 

大
切
な
仲
間 

高
岡
小
学
校
４
年（
当
時
） 

東
田
莉
愛 

目
く
ば
り
気
く
ば
り 

八
千
種
小
学
校
４
年（
当
時
） 

中
安
き
ら
り 

福崎小学校２年（当時） 
松岡愛花 

６ 

福崎東中学校２年（当時）　岡本　月 福崎西中学校３年（当時）　坪田愛海 

田原小学校５年（当時）　　橋歩夢 



農業委員会

農業委員会 
だより 

　福崎町農業委員会の定例総会は毎月２０日前後に開催します。 

　農地法に関す

る各種申請・届

出の締切日は毎月５日です。（５日が閉庁日の場

合は翌開庁日）締切を過ぎると、翌月扱いになり

ますので、売買・転用等を検討されているとき

は余裕を持って早めにご準備ください。 

平成２９年度の農地法３・４・５条の 
申請・届出状況をお知らせします 

問い合わせ先　福崎町農業委員会事務局（農林振興課内・内線３１３） 

件数 項　　　目 

農地法３条申請 
　（農業をする目的での農地の売買、貸借） 

農地法４条申請・５条申請 
　（市街化区域以外の農地転用） 

農地法４条届出・５条届出 
　（市街化区域内の農地転用） 

面積（㎡） 

３２件 

２８件 

２１件 

５７，３６４ 

１１，９４７ 

１９，４６２ 

遊
ぼ
う
よ
　
み
ん
な
同
じ 

　
な
か
ま
だ
よ 

福
崎
小
学
校
４
年（
当
時
）　
日
下
部
涼
馬 

友
だ
ち
と
　
え
が
お
を
ふ
や
そ
う 

　
け
ん
か
せ
ず 

田
原
小
学
校
４
年（
当
時
）　
川
上
心
愛 

こ
ま
っ
て
る
　
人
が
い
た
な
ら 

　
す
ぐ
行
動
を 

八
千
種
小
学
校
５
年（
当
時
）　
谷
岡
美
希 

さ
し
の
べ
た
　
そ
の
手
が
咲
か
す 

　
笑
顔
の
花 

福
崎
東
中
学
校
２
年（
当
時
）　
藤
原
伊
珠 

７ 

狩猟免許試験のご案内 

申請・届出件数の推移（単位：件） 

１０ 

２０ 

３０ 

４０ 

０ 
２９
年
度 

２８
年
度 

２０
年
度 

２１
年
度 

２２
年
度 

２３
年
度 

２４
年
度 

２５
年
度 

２６
年
度 

２７
年
度 

（
平
成
） 

３条申請 

４条・５条申請 

４条・５条届出 

福崎町狩猟免許取得 
促進事業について 
福崎町狩猟免許取得 
促進事業について 
福崎町狩猟免許取得 
促進事業について 

　福崎町では、野生動物から農作物を守るため、ま

た、有害鳥獣駆除の新たな担い手の確保・育成に向

けて、新たに狩猟免許を取得された方に、その取得

費用の一部を助成しています。 

　町内に住所を有し、新たに狩猟免許を取得された

方で、福崎町猟友会に所属、または協力し、有害鳥

獣駆除活動に従事して頂ける方が対象です。 

問い合わせ先　農林振興課（内線３１３） 

２９
年
度 

２８
年
度 

２０
年
度 

２１
年
度 

２２
年
度 

２３
年
度 

２４
年
度 

２５
年
度 

２６
年
度 

２７
年
度 

（
平
成
） 

申請・届出面積の推移（単位：㎡） 

０ 

１万 

２万 

３万 

４万 

５万 

６万 

■狩猟免許とは 
　狩猟期間中にシカやイノシシなどの狩猟鳥獣を捕
獲するのに必要な資格です。また、県や市町の許可
を受けて実施する有害鳥獣捕獲にも原則必要です。 
■免許の種類　・網猟（主に鳥類） 
　　　　　　　・わな猟（獣類のみ） 
　　　　　　　・第一種銃猟（装薬銃、空気銃） 
　　　　　　　・第二種銃猟（空気銃） 
■試験の日程と会場 
　１回目　受付期間　６月４日（月）～２２日（金） 
　　試験日及び会場 
　　７月２０日（金）　兵庫県立姫路労働会館 
　　７月２８日（土）　兵庫県中央労働センター（神戸） 
　２回目　受付期間　７月２３日（月）～８月１４日（火） 
　　試験日及び会場 
　　９月３日（月）　兵庫県中央労働センター（神戸） 
　　９月１５日（土）　兵庫県立姫路労働会館 
※上記日程以外でも、県内各所で試験が実施されま
す。詳しくは、県民センター森林課（　０７９－２８１
－９２８９）までお問い合わせください。 
■初心者狩猟講習会について 
　狩猟免許試験を受験される方を対象に、知識・技
能に関する初心者講習会が開催されます。問い合わ
せ先は兵庫県猟友会（　０７８－３６１－８１２７）まで。 



生活科学 
センター 
だより 

〔
相
談
〕 

　
昨
日
、
身
に
覚
え
が
な
い
料
金

を
請
求
す
る
は
が
き
が
届
い
た
。

見
出
し
は
「
総
合
消
費
料
金
に
関

す
る
訴
訟
最
終
通
告
」
と
記
載
。

連
絡
が
な
い
場
合
は
原
告
側
の
主

張
が
全
面
的
に
受
理
さ
れ
、
給
与

差
押
え
等
を
強
制
的
に
行
う
。
裁

判
取
り
下
げ
期
日
が
あ
り
、
本
人

か
ら
連
絡
せ
よ
と
書
か
れ
て
い
る
。

無
視
す
れ
ば
裁
判
さ
れ
な
い
か
心

配
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。 

（
４０
歳
代
女
性
） 

 〔
処
理
〕 

　
セ
ン
タ
ー
に
は
が
き
を
持
参
さ

れ
た
の
で
確
認
し
、
不
特
定
多
数

の
方
に
送
り
つ
け
ら
れ
る
架
空
請

求
の
は
が
き
と
伝
え
ま
し
た
。 

　
「
裁
判
手
続
き
」
な
ど
の
言
葉

を
使
っ
て
不
安
に
さ
せ
、
事
業
者

に
連
絡
さ
せ
る
手
口
で
す
。
連
絡

す
る
と
個
人
情
報
を
聞
き
出
さ
れ
、

高
額
請
求
さ
れ
ま
す
。
無
視
す
る

よ
う
助
言
し
ま
し
た
。 

〔
ア
ド
バ
イ
ス
〕 

　
過
去
に
多
く
の
方
に
届
い
た
架
空

請
求
の
は
が
き
が
、
再
び
全
国
各
地

に
届
い
て
い
ま
す
。
差
出
人
が
行
政

機
関
の
よ
う
な
名
称
の
た
め
、
つ
い

事
実
を
確
認
し
よ
う
と
差
出
人
に
連

絡
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
危
険
で

す
。
ワ
ナ
で
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。 

　
ま
た
、
携
帯
電
話
に
も
似
た
よ
う

な
架
空
請
求
の
メ
ー
ル
が
届
い
て
い

ま
す
。
「
以
前
利
用
し
た
有
料
サ
イ

ト
の
未
納
料
金
が
あ
る
。
今
日
中
に

連
絡
し
な
け
れ
ば
法
的
手
続
き
に
入

る
」
な
ど
の
内
容
で
す
。 

　
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
商
品
名
、
商

品
代
金
、
契
約
先
な
ど
の
詳
し
い
内

容
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
正
当

な
請
求
で
あ
れ
ば
、
契
約
内
容
が
詳

細
に
記
載
さ
れ
た
書
面
が
届
き
ま
す
。

メ
ー
ル
で
届
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
万
が
一
振
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
場

合
は
、
す
ぐ
に
警
察
に
被
害
届
を
出

し
て
く
だ
さ
い
。
振
り
込
ん
だ
金
融

機
関
に
も
送
金
を
止
め
る
よ
う
依
頼

し
ま
し
ょ
う
。 

　
セ
ン
タ
ー
に
は
こ
の
よ
う
な
相
談

を
含
む
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
国
に
集

め
ら
れ
、
行
政
処
分
や
法
律
改
正
に

繋
が
り
ま
す
。 

　
困
っ
た
と
き
、
わ
か
ら
な
い
と
き

の
相
談
は
も
ち
ろ
ん
、
情
報
提
供
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。 

架
空
請
求
の
は
が
き
が
 

届
い
て
い
ま
す
 

８ 

相談受付件数 

相談受付方法 

契約当事者の性別等（苦情件数中） 

5月は「消費者月間」　5月30日は「消費者の日」 
平成29年度相談状況 

苦　情 
問合せ 
要　望 
合　計 

191件 
34件 
0件 

225件 

84.9％ 
15.1％ 
　0.0％ 
100.0％ 

来　訪 
電　話 
その他 
合　計 

97件 
126件 
2件 

225件 

43.1％ 
56.0％ 
0.9％ 

100.0％ 

男　性 
女　性 
団　体 
不　明 
合　計 

101人 
84人 
3件 
3人 

191件 

53.0％ 
 44.0％ 
1.5％ 
1.5％ 

100.0％ 

１　商品一般 

２　放送・コンテンツ等 

３　インターネット通信サービス 

４　工事・建築・加工 

５　修理・補修 

６　融資サービス 

７　役務その他 

８　健康食品 

９　飲料 

９　食生活機器 

苦情の種類（多い順） 

総合消費料金に関する 
訴訟最終告知のお知らせ 

管理番号５Ａ９Ａ７ 
 
　この度は、ご通知致しましたのは貴方の利用され
ていた契約会社、ないし運営会社から契約不履行に
よる民事訴訟として、訴状が提出されました事をご
通知致します。 
　裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂
きます。 
　尚、ご連絡なき場合原告側の主張が全面的に受理
され執行官立会いの元、給料差押え及び動産、不動
産物の差押えを強制的に履行させて頂きますので裁
判所執行官による執行証書の交付を承諾していただ
くようお願い致します。 
　裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局に
て承っておりますので、職員までお問合せ下さい。 
　尚、書面での通達となりますのでプライバシー保
護の為、ご本人様からのご連絡頂きますようお願い
申し上げます。 
 
※取り下げ最終期日　平成３０年３月１２日 
 
○○省○○支局○○○センター 
東京都△△区×××× 
お問合せ窓口　０３－○○○○－△△△△ 
受付時間　９:００～１９:００ 

架空請求はがきの見本 

消
費
生
活
の
相
談
や
問
い
合
わ 

せ
、
苦
情
は
、
神
崎
郡
消
費
生 

活
中
核
セ
ン
タ
ー
へ 

（
　
２２
・
４
９
７
７
） 

平成30年度のテーマ 

ともに築こう　豊かな消費社会 
～誰一人取り残さない～ 
ともに築こう　豊かな消費社会 
～誰一人取り残さない～ 
ともに築こう　豊かな消費社会 
～誰一人取り残さない～ 

契約当事者の年齢別状況（苦情件数中） 

（年代） 
2010 4030 6050 不明 70～ 

0
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税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ 

問
い
合
わ
せ
先
　
内
線
３
４
２ 

　
軽
自
動
車
な
ど（
一
般
の
軽
自

動
車
の
ほ
か
、
原
動
機
付
自
転
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
や
二
輪
の
小
型

自
動
車
を
含
む
）を
所
有
し
て
い

る
方
の
税
金
の
納
期
限
は
、
５
月

３１
日
で
す
。 

　
賦
課
期
日
（
４
月
１
日
）
現
在
、

軽
自
動
車
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は
、

５
月
１１
日
に
発
送
す
る
軽
自
動
車

税
納
税
通
知
書
で
、
納
期
限
ま
で

に
町
の
指
定
金
融
機
関
ま
た
は
郵

便
局
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
の
申
し
込
み
を
さ
れ
て
い

る
方
に
つ
い
て
は
、
５
月
３１
日
に

振
替
し
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。 

　
な
お
、
軽
自
動
車
税
の
領
収
書

は
、
車
検
時
の
納
税
証
明
書
に
も

な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。 

   

　
心
身
に
障
が
い
が
あ
り
歩
行
が

困
難
な
方
の
た
め
に
使
用
す
る
軽

自
動
車
に
つ
い
て
、
申
請
す
れ
ば
、

障
が
い
の
あ
る
方
１
人
に
対
し
て

１
台
に
限
り
軽
自
動
車
税
の
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
は
、
障

が
い
の
あ
る
方
ま
た
は
障
が
い
の

あ
る
方
と
生
計
を
一
に
す
る
方
が

所
有
さ
れ
る
軽
自
動
車
で
、
も
っ

ぱ
ら
障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め
に

継
続
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
軽
自

動
車
で
す
。（
県
に
お
け
る
自
動

車
税
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
ら
れ

て
い
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
） 

申
請
に
必
要
な
も
の 

■
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
障
が
い

の
程
度
を
証
明
で
き
る
書
類 

■
自
動
車
検
査
証
（
原
付
等
に
つ

い
て
は
標
識
交
付
証
明
書
） 

■
本
人
ま
た
は
生
計
を
一
に
す
る

人
の
運
転
免
許
証 

■
印
鑑 

■
減
免
申
請
書
（
役
場
税
務
課
に

あ
り
ま
す
） 

■
個
人
番
号
確
認
の
た
め
の
必
要

書
類 

本
人
提
出
の
場
合
　
「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
通
知
カ

ー
ド
＋
身
分
証
」 

代
理
人
提
出
の
場
合
　
①
納
税

義
務
者
の「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

ま
た
は「
通
知
カ
ー
ド
」の
写
し

②
委
任
状
③
代
理
人
の
身
分
証 

申
請
期
限
　
５
月
３１
日（
木
） 

軽
自
動
車
税（
町
税
）の 

納
期
限
は
５
月
３１
日（
木
） 

軽
自
動
車
税
の
減
免 

平成３０年度　軽自動車等の税額について 
■原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車 

車　種 種　別 Ｈ２８年度からの税額 

原動機付 
自転車　 

小型特殊 
自動車　 

二輪の軽自動車（１２５cc超～２５０cc以下） 

５０cc以下 ２,０００円 

２,０００円 

２,４００円 

３,７００円 

３,６００円 

６,０００円 

２,４００円 

５,９００円 

５０cc超～９０cc以下 

９０cc超～１２５cc以下 

ミニカー５０cc以下 

農耕作業用（トラクタなど） 

その他（フォークリフトなど） 

二輪の小型自動車（２５０cc超） 

◎軽自動車税のグリーン化特例 

車　種 
営業用 １,８００円 

２,７００円 
１,０００円 
１,３００円 
１,０００円 

３,５００円 
５,４００円 
１,９００円 
２,５００円 
２,０００円 

５,２００円 
８,１００円 
２,９００円 
３,８００円 
３,０００円 

自家用 
営業用 
自家用 

三　輪 

特例① 特例② 特例③ 

四
輪
以
上 

乗
用 

貨
物 

　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までに
初度検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車で、
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小
さいものに「グリーン化特例」が適用されます。 

特例①　電気自動車、天然ガス自動車（平成２１年排出ガ
ス１０％低減又は平成３０年排出ガス規制適合） 

特例②　乗用…平成１７年排出ガス基準７５％低減または平
成３０年排出ガス基準５０％低減（以下★★★★）
かつ平成３２年度燃費基準＋３０％達成車 

　　　　貨物…★★★★かつ平成２７年度燃費基準＋３５
％達成車 

特例③　乗用…★★★★かつ平成３２年度燃費基準達成車
＋１０％達成車 

　　　　貨物…★★★★かつ平成２７年度燃費基準＋１５
％達成車 

■軽自動車（三輪、四輪以上） 

車　種 

三　輪 

乗用 
営業用 

３,１００円 

５,５００円 

７,２００円 

３,０００円 

４,０００円 

３,９００円 

６,９００円 

１０,８００円 

３,８００円 

５,０００円 

４,６００円 

８,２００円 

１２,９００円 

４,５００円 

６,０００円 

自家用 

自家用 

営業用 
貨物 

四輪 
以上 

Ｈ２７.３.３１以前に 
初度検査をした車両 

Ｈ２７.４.１以後に 
初度検査をした車両 

初度検査から１３年を 
経過した車両（重課） 

自動車税の納期限は5月31日（木）です お忘れなく！ －兵庫県・姫路県税事務所－ 

※初度検査年月は自動車検査証をご確認ください。 
※平成１５年１０月１４日以前に初度検査を受けた車は、その年の 
　１２月に検査を受けたものとみなします。 

９ 



　介護保険は、加齢による病気等で要介護状態となり、
入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、看護・療
養上の管理等の医療が必要な人に対して保健医療サ
ービス・福祉サービスを提供する制度として、国民
の共同連帯の理念にもとづき、平成１２年４月に創設
されました。 

　国の基本指針に基づき、県は介護保険事業支援計
画を、町は介護保険事業計画を３年に一度見直しを
行います。 
　平成３０年４月から、第７期（平成３０年度～３２年度）
介護保険事業計画のもと、新たに介護保険料の改定
を行います。そこで、介護保険制度の内容等につい
てお知らせします。 

介護保険制度についてのお知らせ 介護保険制度についてのお知らせ 介護保険制度についてのお知らせ 

　４０歳以上の方が加入し、６５歳以上の人は第１号被

保険者、４０歳から６４歳の医療保険加入者は、第２号

被保険者です。 

　虚弱、寝たきり、認知症等の介護が必要な状態に

なれば要介護認定を受け、介護サービスを受けるこ

とができます。なお、第２号被保険者の方は、末期

がん、初老期認知症、脳血管疾患などの特定疾病に

よる原因の場合に、要介護認定及び介護サービスを

受けることができます。 

　福崎町では、平成３０年３月末現在、第１号被保険

者（６５歳以上）の約６人に１人、８８３人の方が要介

護認定を受けられています。第２号被保険者（４０歳

から６４歳）の要介護認定者数は２１人です。 

　医療保険と介護保険は、別々の制度です。医療保
険はケガや病気で病院を受診したり、入院したりす
るときの保険です。介護保険は介護が必要な状態と
なり、介護サービスを利用する場合の保険です。 

Ｑ：介護保険と医療保険（健康保険）は、 
　　どう違うのですか？ 

　サービスを利用するには、要介護認定が必要です。
そのためには申請が必要です。 
　介護保険被保険者証と印鑑をご持参のうえ、地域
包括支援センターまでお越しください。家族の方な
どの代理申請も可能です。 

Ｑ：介護サービスを利用したいのですが、 
　　どうすればいいですか？ 　訪問調査や認定審査会での審査がありますので、

約１か月かかります。 

　認定後、サービスを受けるまでに、まずケアマネ

ジャーと契約をします。ケアマネジャーがご本人に

合ったサービス計画（ケアプラン）を作成し、それ

に基づいてサービスを受けることができます。 

Ｑ：認定申請してから認定結果がでるまでどれ
　　くらいかかりますか？その後サービスを受
　　けるまではどうしたらいいのですか？ 

　大きくは次の３つのサービス体系があります。 

①居宅サービス：ヘルパー、デイサービス、ショー

トステイなど在宅生活を支えるサービス 

②地域密着型サービス：グループホーム、小規模多

機能型居宅介護など町内の方を対象としたサービ

ス 

③施設サービス：特別養護老人ホームなど、常時介

護が必要で在宅生活が困難な方が入所できるサー

ビス 

Ｑ：介護保険のサービスはどのようなものが 
　　あるのですか？ 

　原則として介護保険サービスにかかる本人負担は、

１割又は２割となっています。介護保険法の改正に

より平成３０年８月から、特に所得の高い方は３割負

担となります。 

　施設入所・ショートステイを利用する場合は、食

事や居住費など費用も利用者負担となりますが、低

所得者には軽減制度があります。また、利用者負担

が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費が支

給されます。 

Ｑ：サービスを利用したときの利用者負担は 
　　どうなっていますか？ 

Ｑ：介護保険の対象者は？ 

１０ 



町
職
員
の
人
事
異
動 

４
月
１
日
付
で
職
員
の
異
動
を
発
令

し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

（
　
）内
は
前
職 

 【
特
別
職
】 

             【
町
参
事
級
】 

△
技
監
・
福
崎
駅
周
辺
整
備
室
室
長
兼

務
（
兵
庫
県
県
土
整
備
部
土
木
局
高

速
道
路
推
進
室
事
業
推
進
班
主
幹
）

吉
栖
雅
人 

【
課
長
級
】 

△
上
下
水
道
課
長（
住
民
生
活
課
参
事
）

成
田
邦
造
△
会
計
管
理
者
（
総
務
課

付
参
事
福
崎
町
社
会
福
祉
協
議
会
派

遣
）
小
幡
伸
一
△
総
務
課
付
課
長
福

崎
町
社
会
福
祉
協
議
会
派
遣
（
会
計

管
理
者
）木
村
千
晴 

【
副
課
長
級
】 

△
総
務
課
副
課
長
（
社
会
教
育
課
副

課
長
）福
永
知
美 

【
課
長
補
佐
級
】 

△
住
民
生
活
課
課
長
補
佐
（
住
民
生

活
課
防
災
係
長
）
澤
田
和
也
△
社
会

教
育
課
課
長
補
佐（
税
務
課
課
長
補
佐
）

中
塚
喜
博 

【
係
長
級
】 

△
住
民
生
活
課
環
境
対
策
係
長
（
総

務
課
主
査
）
青
田
法
哉
△
農
林
振
興

課
農
政
係
長（
農
林
振
興
課
主
査
）山

口
瑞
穂
△
ま
ち
づ
く
り
課
土
木
係
長（
総

務
課
付
主
査
兵
庫
県
姫
路
土
木
事
務

所
福
崎
事
業
所
派
遣
）
木
多
教
太
△

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
長
（
住
民

生
活
課
公
害
係
長
）薮
内
公
彦 

【
主
査
級
】 

△
税
務
課
主
査
（
総
務
課
付
主
査
宮

城
県
山
元
町
派
遣
）
玉
田
誠
司
△
税

務
課
主
査
（
健
康
福
祉
課
養
護
老
人

ホ
ー
ム
主
査
）平
木
有
公
子
△
住
民
生

活
課
主
査
（
総
務
課
付
主
査
中
播
農

業
共
済
事
務
組
合
派
遣
）
福
田
好
美

△
住
民
生
活
課
主
査
（
住
民
生
活
課

主
事
）
雲
丹
亀
悠
平
△
健
康
福
祉
課

養
護
老
人
ホ
ー
ム
主
査（
税
務
課
主
査
）

川
端
智
代
△
農
林
振
興
課
主
査
（
農

林
振
興
課
主
事
）
木
村
直
子
△
上
下

水
道
課
主
査（
上
下
水
道
課
主
事
）長

尾
正
樹
△
社
会
教
育
課
体
育
館
主
査

（
上
下
水
道
課
主
査
）中
山
大
輔
△
社

会
教
育
課
主
査（
税
務
課
主
査
）長
谷

川
幸
子
△
社
会
教
育
課
主
査
（
社
会

教
育
課
主
事
）
樋
口
碧
△
総
務
課
付

主
査
中
播
農
業
共
済
事
務
組
合
派
遣

（
農
林
振
興
課
主
査
）山
口
耕
平 

【
主
事
級
】 

△
税
務
課
主
事（
学
校
教
育
課
主
事
）

柳
田
悠
佑
△
健
康
福
祉
課
主
事
（
企

画
財
政
課
主
事
）
飯
塚
竜
太
△
農
林

振
興
課
主
事（
住
民
生
活
課
主
事
）楠

田
悠
果
△
総
務
課
付
主
事
兵
庫
県
姫

路
土
木
事
務
所
福
崎
事
業
所
派
遣（
ま

ち
づ
く
り
課
主
事
）畑
中
佑
介
△
総
務

課
付
主
事
兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
派
遣（
農
林
振
興
課
主
事
）

井
上
允 

【
技
能
労
務
職
】 

△
上
下
水
道
課
作
業
員
（
学
校
教
育

課
給
食
共
同
調
理
セ
ン
タ
ー
運
転
員

兼
調
理
員
）
尾
上
満
稔
△
上
下
水
道

課
浄
化
セ
ン
タ
ー
作
業
員
（
学
校
教

育
課
給
食
共
同
調
理
セ
ン
タ
ー
運
転

員
兼
調
理
員
）
増
田
利
広
△
社
会
教

育
課
文
化
セ
ン
タ
ー
事
務
員
（
学
校

教
育
課
給
食
共
同
調
理
セ
ン
タ
ー
調

理
員
）上
阪
篤
子 

【
幼
児
園
】 

△
田
原
幼
児
園
主
幹
保
育
教
諭
（
八

千
種
幼
児
園
主
幹
保
育
教
諭
）
坂
口

智
恵
美
△
福
崎
幼
児
園
主
査
保
育
教

諭（
福
崎
幼
児
園
保
育
教
諭
）藤
原
絵

理
△
福
崎
幼
児
園
主
査
保
育
教
諭（
田

原
幼
児
園
主
査
保
育
教
諭
）
石
川
祐

規
△
田
原
幼
児
園
保
育
教
諭
（
福
崎

幼
児
園
保
育
教
諭
）菊
川
有
香
莉 

【
採
用
一
般
行
政
職
】 

△
企
画
財
政
課
主
事
・
藤
尾
彰
吾
△
住

民
生
活
課
主
事
・
吉
田
昌
史
△
農
林
振

興
課
主
事
・
石
川
康
平
△
上
下
水
道
課

主
事
・
荻
野
理
史 

【
採
用
保
育
教
諭
】 

△
田
原
幼
児
園
保
育
教
諭
・
河
部
朱
里

△
八
千
種
幼
児
園
保
育
教
諭
・
山
下
明

矢
加 

【
採
用
再
任
用
】 

△
出
納
室
運
転
員
・
吉
識
至 

【
採
用
嘱
託
職
】 

△
税
務
課
一
般
事
務
補
助
員
・
川
端
真

佐
美
△
地
域
振
興
課
生
活
科
学
セ
ン

タ
ー
消
費
生
活
相
談
員
・
坂
田
敬
子
△

住
民
生
活
課
一
般
事
務
補
助
員
・
小

川
恵
理
△
健
康
福
祉
課
養
護
老
人
ホ

ー
ム
支
援
員
・
高
山
瑞
恵
△
農
林
振
興

課
一
般
事
務
補
助
員
・
増
田
仁
志
△
上

下
水
道
課
一
般
事
務
補
助
員
・
田
中

利
依
△
上
下
水
道
課
作
業
員
・
　
松
真

樹
△
社
会
教
育
課
神
崎
郡
歴
史
民
俗

資
料
館
学
芸
員
・
高
野
恵
理
子
△
社
会

教
育
課
柳
田
國
男
・
松
岡
家
記
念
館

学
芸
員
・
北
山
容
子
△
社
会
教
育
課
エ

ル
デ
ホ
ー
ル
一
般
事
務
補
助
員
・
長

船
早
苗
△
社
会
教
育
課
エ
ル
デ
ホ
ー

ル
施
設
管
理
清
掃
員
・
玉
置
茂
幸
△
社

会
教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
公
園
施
設
管
理

清
掃
員
・
圓
山
裕
幸 

【
採
用
臨
時
職
】 

△
税
務
課
一
般
事
務
補
助
員
・
原
崇
△

住
民
生
活
課
一
般
事
務
補
助
員
・
中

井
祐
甫
△
健
康
福
祉
課
一
般
事
務
補

助
員
・
山
川
舞
△
ま
ち
づ
く
り
課
一
般

事
務
補
助
員
・
松
本
武
士
△
ま
ち
づ
く

り
課
一
般
事
務
補
助
員
・
原
田
研
太

郎
△
福
崎
幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・
山

内
孝
子
△
福
崎
幼
児
園
臨
時
保
育
教

諭
・
堀
尾
明
美
△
福
崎
幼
児
園
臨
時
保

育
教
諭
・
若
畑
都
△
福
崎
幼
児
園
臨
時

保
育
教
諭
・
萩
原
秀
美
△
福
崎
幼
児
園

臨
時
保
育
教
諭
・
高
野
由
美
△
福
崎
幼

児
園
臨
時
保
育
教
諭
・
南
山
真
妃
△
田

原
幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・
山
内
佳

代
子
△
田
原
幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・

中
野
知
美
△
田
原
幼
児
園
臨
時
保
育

教
諭
・
楠
田
美
智
代
△
田
原
幼
児
園
臨

時
保
育
教
諭
・
袖
子
田
衣
未
加
△
田
原

幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・
實
光
利
枝

子
△
田
原
幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・
田

中
萌
△
田
原
幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・

青
木
和
磨
△
八
千
種
幼
児
園
臨
時
保

育
教
諭
・
山
本
由
紀
子
△
八
千
種
幼
児

園
臨
時
保
育
教
諭
・
米
本
美
世
△
八
千

種
幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・
尾
上
真

弓
△
八
千
種
幼
児
園
臨
時
保
育
教
諭
・

西
井
達
彦
△
高
岡
幼
児
園
臨
時
保
育

教
諭
・
岩
　
留
依 

   

△
技
監
・
福
崎
駅
周
辺
整
備
室
室
長
兼

務
・
村
上
修（
県
か
ら
の
派
遣
期
間
満

了
　
兵
庫
県
企
業
庁
地
域
整
備
振
興

課
新
産
業
団
地
計
画
班
長
）△
上
下

水
道
課
公
営
企
業
参
事
・
近
藤
博
之
△

健
康
福
祉
課
高
年
福
祉
係
長
・
溝
端

弓
子
△
健
康
福
祉
課
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
主
査
看
護
師
・
大
井
富
子
△

上
下
水
道
課
主
査
・
楠
田
真
△
上
下
水

道
課
主
事
・
佐
伯
紅
音
△
福
崎
幼
児
園

主
査
保
育
教
諭
・
尾
　
真
希
△
出
納
室

運
転
員
・
吉
識
至
△
学
校
教
育
課
給
食

共
同
調
理
セ
ン
タ
ー
調
理
師
・
村
井
朋

子
△
学
校
教
育
課
給
食
共
同
調
理
セ

ン
タ
ー
調
理
師
・
上
阪
広
美
△
税
務
課

一
般
事
務
補
助
員
・
川
端
真
佐
美
△
住

民
生
活
課
一
般
事
務
補
助
員
・
藤
井

良
法
△
地
域
振
興
課
生
活
科
学
セ
ン

タ
ー
消
費
生
活
相
談
員
・
　
橋
淳
子
△

健
康
福
祉
課
養
護
老
人
ホ
ー
ム
支
援

員
・
小
畑
富
久
美
△
農
林
振
興
課
一
般

事
務
補
助
員
・
待
元
光
△
上
下
水
道
課

浄
化
セ
ン
タ
ー
施
設
管
理
員
・
西
村
忠

弘
△
上
下
水
道
課
浄
化
セ
ン
タ
ー
作

業
員
・
西
川
眞
吾
△
社
会
教
育
課
エ
ル

デ
ホ
ー
ル
施
設
管
理
清
掃
員
・
藤
岡

資
芳
△
社
会
教
育
課
エ
ル
デ
ホ
ー
ル

一
般
事
務
補
助
員
・
宇
　
惠
二
△
社
会

教
育
課
ス
ポ
ー
ツ
公
園
施
設
管
理
清

掃
員
・
圓
山
裕
幸
△
社
会
教
育
課
図
書

館
司
書
補
助
員
・
松
岡
由
香
里
△
学
校

教
育
課
不
登
校
指
導
員
・
志
水
幸
子 

退
職
者 

（
３
月
３１
日
付
） 

上
下
水
道
事 

　
業
管
理
者 

　
近
藤
博
之 

教
育
長 

　
　
寄
十
郎 

　
　（
再
任
） 

：
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